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令和３年度 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策の強化について 

本市では、令和３年９月に策定した「第５次京都市男女共同参画計画」において、「ＤＶ対策の強化」

を重点分野に掲げ、関係機関と連携を図りながら、相談・支援、啓発等の取組を総合的に推進している。 

平成２３年１０月には、ＤＶ対策の中核施設として「京都市ＤＶ相談支援センター（以下「ＤＶセン

ター」という。）」を開所し、初期の相談から長期にわたる自立生活の促進に向けた支援を行っている。 

また、ＤＶ根絶のための市民への普及啓発や学校における人権教育の推進、緊急避難場所の確保な

ど被害者の保護、児童相談所をはじめとする各支援機関とのネットワークの構築など自立支援の充実

等にも取り組んでいる。 

 

＜令和３年度の主な事業実績＞ 

１ 相談体制等 

 ⑴ ＤＶセンターにおける支援の状況 

ア 相談件数 

 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 

電話 ３,７３４ ４,４７２ ４,７３７ ４，７９４ ５，１１７ ４，８８５ 

来所等 ９１６ １,２１８ ９４１ １，０６５ ９９２ １，０４８ 

緊急ホットライン ８２ ８０ １１０ １０３ ８６ １０４ 

合計 ４,７３２ ５,７７０ ５,７８８ ５，９６２ ６，１９５ ６，０３７ 

イ ＤＶ被害者への支援状況（令和３年度） 

同行支援 

代行支援 

安全確保 

(民間ｼｪﾙﾀｰ) 

保護命令の 

申請 

ＤＶ相談証明書発行 
法律相談 

カウンセ

リング  うち住基閲覧制限 

２８４件 ６件 １１件 ２６５件 １７７件 ３５件 ６７件 

                                      

⑵ ウィングス京都における相談件数 

 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 

女性への暴力専門相談（月・火・木～土曜日（祝日除く）） ２０４ １８５ １１９ ６２ 

男性のためのＤＶ電話相談（毎月第２，第４火曜日） ３４ １７ ２０ ２０ 

 

２ 被害者支援について 

⑴ 京都市民間緊急一時保護施設補助金 

   京都府家庭支援総合センター等で満室等の理由により保護できない場合などに、ＤＶ被害者の

安全確保のため一時保護を行う民間の緊急一時保護施設（民間シェルター）に対し、家賃補助を

行う。 

   令和３年度実績：１，３９２，４００円交付（３室×１２箇月） 

⑵ 京都市配偶者等からの暴力被害者緊急一時避難支援事業費補助金 

ＤＶセンターからの依頼に基づき、民間シェルターや母子生活支援施設がＤＶ被害者の緊急時

における安全確保を行った場合に、運営団体に対して措置費を支給。 

   令和３年度実績：延べ１９日間、２１３，７８０円交付 
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⑶ 市営住宅優先入居 

ＤＶ被害者の居住の安定による自立支援を目的として、ＤＶ被害者向けの市営住宅への優先入

居を年４回（５月、７月、１０月、１月）実施。 

   令和３年度実績：募集戸数３０戸、応募件数０件、入居件数０件 

 ⑷ 「居場所づくり」 

ＤＶセンターの利用者を対象に、加害者から避難し、新しい生活を始める中で気軽に立ち寄るこ

とのできる居場所づくりの催しを定期的に実施。孤立しがちな被害者の回復過程における心理的サ

ポートを行っている。 

   令和３年度実績：開催６回、参加者数１０名 

３ 市民への普及啓発 

⑴ ＤＶ被害者支援シンポジウム 

   「配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議」（下記４参照）の主催により、ＤＶを

テーマとしたシンポジウムを毎年開催している。 

   令和３年度実績：１１月１２日～１１月２５日オンラインで開催 視聴回数 ９３回（その他研修と

して６９名視聴） 

基調講演「DV等により精神的課題に直面する人の理解と対応について」 

佐藤 純 （京都ノートルダム女子大学 現代人間学部教授） 

⑵ ＤＶ予防講座 

   ＤＶに関する専門的な内容の講義や学校での相談事例についての検討、対応方法の助言を行う

講座等を実施。 

   令和３年度実績：３回、参加者数３７６名 

⑶ 「女性に対する暴力をなくす運動（１１月１２日～１１月２５日）」期間中の取組 

期間中に、幅広い層への周知・啓発を目的として、様々な取組を実施。 

・パープルリボンキャンペーン（京都タワーライトアップ、啓発物品配布） 

・二条城イルミネート 

・分庁舎等でのパネル展示 

・京都リビング新聞社広告掲載、地下鉄広告 

４ 関係機関との連携協力 

ＤＶ被害者支援を円滑に実施するため、様々な関係機関と連携協力し、事案に即した具体的な支

援策の協議や取組の連携の促進を図っている。 

・府市合同により３４機関で構成されている「配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会

議」において、全体会議と３つの実務者会議（相談部会、啓発部会、保護自立支援部会）を開催。 

・市内を所管している警察署及び京都府警察本部生活安全対策課と被害者の安全確保に係る会議を

開催。 

・個々の実情に応じ、よりよい支援の向上に資するため、弁護士との連絡会を開催。 

・ＤＶ防止法に基づく保護命令事件の適正・迅速な処理のため、京都地方裁判所開催の関係者会議

において保護命令に係る審理及び手続きに関する諸問題について協議。 

   

 


